
◆ 東京者ll産業労犠〕届 ・◆も翼盈 こと財団

令和 7年度

手取り時間創出・

魅力ある職場づくり推進奨励金

募集要項(申請の手引き)

令和 7年 5月

◆ 東京都産業労 l重打局

・←も堅乳こと財団



◆ 東京善ll産業労働局
・◆金葉暴tことHォ田

1奨励金の概要
(1)実施目的

都内中小企業等の従業員の「手取り時間」の創出に向けた取組やライフステージの支援、エンゲージ

メント向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を支援することにより、生産性の向上や社員の定着に

つなげていくことを目的としています。

※「手取り時間」とは、柔軟で多様な働き方を推進することで生み出される、働く方が限られた時間

を節約して育児や介護、趣昧など自由に活用できる時間のことです。

※「エンゲージメント」とは、働く方が、仕事へのやりがい。働きがいを感じる中で、組織や仕事に主体

的に貢献する意欲や姿勢を示す概念で、これが高まると、企業の生産性向上につながるとされてい

ます。

※本事業の手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金事務局(以下「事務局」という。)は、公益

財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)におきます。

(2)奨励金支給要件・奨励金支給額

奨励金対象事業者の要件を満たす事業者が、2つ以上の奨励金対象事業の取組を行つた場合に奨励

金を支給します。

奨励金支給額は次のとおりで、支給の上限額は230万円です。

※DE&I(ダイバーシテイ・エクイテイ&インクルージヨン)とは、多本,や陛(DⅣersity)、 公平性(Equity)、

包授性(Inctusion)の 3つの要素を組み合わせた概念であり、組織において多様な人材が能力を最大

限に発揮できる環境を整備することを目指す取り組みのことです。
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「手取り時間」

創出の取組

(4項目)

①

②

　

③

l④

フレックスタイム常」

多様な勤務形態(X動尺的週休 3日制・勤務間インタ
ーバル)

多様な正社員制度(短時間正社員・勤務地限定・リ

モートキヤリア・脇 限定・タームタイムワーク)

積立体暇制度

1項目当たり
10万円
(上限40万円)

ライフステージを

支援する取組

(3項目)

⑤ 家庭応援特別休暇制度(セレモニー休暇・地域活動 |

休暇・子ども長期よりそい体暇等)      |
⑥ 産体・育業及び介護休業を支える従業員への支援

|

制度                    |
⑦ 子育て支援勤務制度(1慣らし保育・プJヽ 1の壁を乗り |

越える勤務制度)

1項目当たり
10万円
(上限30万円)

イ避為員の

エンゲージメント

向上に向けた取組

(7項目)

⑥ 社外副業・兼業常ll度
⑨ 人材育成方針策定、職業能力評価・目標管理・キャ
リア面談制度

⑩ 社内メンター制度
① 外部キヤリアコンサルタント活用支援制度
⑫ 従業員表彰制度司贈鼈淋U度
⑬ DE&I推進への支援制度(育業早期復職支援・ひ
とり親家庭支援)

⑭ 社員のつながり支援制度

1項目当たり
10万円
(上限40万円)

賃金引上げの取組

(¬ 項目)

⑮ 時間当たり60円以上の賃上げ
※上限10人

1人当たり
12万円

(上限120万円)

導入する制度・実施する取組 支給額奨励金対象事業
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◆ 索京都産業労種オ局

(3)手続きの流れ

青で示した部分は事業者が実施する部分です。

事業者

・◆も繋:紀ことR必回

馨朝努局(財団)

露 オンライン輸事前エントリー P131

,降酪目違は奨励金の

支給対象外となります

輸 エントリー綿iヨ闘醐畑 【Eメール】
事前エントリーで通過しなかつた場合は、

次回以「争に再度申し込むことができます。

事前エントリー通過

企業情報の登録
(申請要件等確認書類の提出) 理 ルライン輸 ○

醜削可
P15

柳 蜘

【Eメール】
申請要件の審査通過決定通知

【Eメール】      与潮

専門家派遣希望日程賢録   運曇オンライン手峰薦 P22

派遣する専門家の通知 【Eメール・電話】

専門家と相談(2回 )※登録した部内鞠
~斤

にて鋭 P23

:専門家と相談の終了報告

:   
事業の観 図 ルライン輔

P24

奨励金対象事業の登録

(取組目標の設定)の申

請後に、奨励金対象事業

の取組を開始できます。

嬰鰯晒承彰騨勢業の郵印巳(就諜規則等の改定や賃金引上げの実施) P27

支給申請(取組の報告)フォーム通知 【Eメール】

:支給申請(取組の報告) 回オンライン手続 ○蝉 胴 P42

審査 ●螂   (必要に応じて実施)

不脚

【Eメール・郵送】
支給決定/支給額の確定通知

【Eメール・郵送】

鋤 錨 詠 謝 嗣 座凝 軸 輔 隷 畦  ○ 即観 出のみ P46

奨励金振込

重要 !

重要 !
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や 東京都産業労働局

(4)スケジュール

・◆6繋撫′こと朗団

※電詔囀司こついては、締切日当日の午後5時以降の申請については、受理いたしません。

(ア)事前エントリー受付期間

第1回 140社 令和 7年 5月 19日 (月 )～令和 7年 5月 23日 (金)

第2回 140社 令和 7年 6月 16日 (月 )～令和 7年 6月 20日 (金)

第3回 140社 令和 7年 7月 14日 (月 )～令和 7年 7月 18日 (金)

第4回 1 140社 令和 7年 8月 18日 (月 )～令和 7年 8月 22日 (金l

第5回 140社 令和 7年 9月 8日 (月 )～令和 7年 9月 12日 (金)

第6回 1 140社 令和 7年 10月 6日 (月 )～令和 7年 10月 10日 (金)

第7回 140社 令和 7年 11月 4日 (火)～令和 7年 11月 10日 (月 )

第8回 140社 令和 7年 12月 1日 (月 )～令和 7年 12月 5日 (金)

第9回 140社  1 令和 8年 1月 8日 (木)～令和 8年 1月 15日 (木)

第10回 1 140社  1 令和 8年 2月 2日 (月 )～令和 8年 2月 6日 (金)

※事前エントリー結果は受付期間終了日から概ね7営業国以内にEメールでお知らせします。

※予定社数に達しない場合は、次回エントリー回以降の予定社数を追加する場合があります。

事前エントIリー期間

※事前エントlJ―は開始日の午前9時から締切日当日の午後5時までです。
Dトリーやコ 予定社数
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◆ 東京部産業労種オF。
争〕                        ●

◆
6槃孫tことR】団

(イ)「手取り時間」創出の取組・ライフステージを支援する取組・従業員のエンゲージメント向上に向け

た取組のみを実施する場合

(ウ )「手取り時間」創出の取組・ライフステージを支援する取組・従業員のエンゲージメント向上に向け

た取組に加えて賃金引上げの取組を実施する

舗 日8年 2月 ¬7日 (肉絣日7年 7月 10日 (木l 令和7年 11月 17日 (月 )

舗日7年 8月 8日(ω 絣 日7年 12月 16日(殉 舒 日8年 3鳳 17日(肉

絣 日7年 9月 11日 (木) 令和8年 1月 19日 (月 ) 舗 日8年 4月 17日(a

令和7年 10月 6日 (月 ) 令和8年 2月 13日① 舗 日8年 5月 15日(ω

令和7年 10月 31日 (ω 斜 日8年 3月 10日(則 舗 日8年 6月 9日(肉

絣 日7年 12月 1日 (月 ) 密日8年4月 10日⑥ 絣 日8年 7月 10日(ω

斜日7年 12月 25日 (木l 令和8年 5月 11日 (月 ) 斜日8年 8月 10日 (月 )

舗 日8年 9月 14日 (月 )令和 8年 2月 4日 (水) 令和8年 6月 15日 (月 )

令和 7年 6月 12日(木) 令不日7年 10月 20日 (月 ) 舗 日8年 1月 19日 (月 ) 令和8年 2月 20日 (ω第1回

令和8年 3月 23日 (月 )第2回

令和8年4月 20日 (月 )第3回

斜日8年 5月 20日 (7よくl鉾4回

令和8年 6月 19日 (ω第5回

舗 日8年 7月 ¬7日 (ω第6回

舗 日8年 8月 18日(殉第7回

行日8年 9月 18日 (ω第8回

令和8年 10月 20日 (肉第9回

令和 8年 3月 2日 (月 ) 令和8年 7月 10日(ω 舗日8年 10月 8日 l木) 令和8年 11月 ¬7日 (角第10回

ウ lヽ リー

回

企業情報の

登録期限

奨励金対象事業の

登録期限

奨励金対象事業の

取組期限

支給申請

(取組の報告)の期限

斜日7年 7月 10日 (木) 斜 日7年 11月 17日 (月 ) 絣日8年 7月 15日 (7」く)

絣 日8年 8月 13日 (木)舗 日7年 8月 8日(ω 寄 日7年 12月 16日 (殉

密日7年 9月 11日 l木) 舗日8年 1月 19日 (月 ) 毎日8年 9月 16日 lフkl

舗 日7年 10月 6日 (月 ) 斜日8年 2月 13日(ω 舗日8年 10月 13日(剣

舗 日8年 11月 5日(本)舗 日7年 10月 31日 (ω 卸 8年 3月 10日(肉

卸 8年4月 10日(ω 密 日8年 12月 7日 (月 )斜 日7年 12月 1日 (月 )

絣 日7年 12月 25日 (本) 舗 日8年 5月 11日 (月 ) 舗日9年 1月 6日 (7k)

舗 日9年 2月 10日 (7」く)令和 8年 2月 4日 (水) 斜 日8年 6月 15日 (月 )

舗日7年 6月 12日 l木) 令和7年 10月 20日 (月 ) 舗日8年 6月 17日 17よくl 卸 8年 7月 22日 (フkl第1回

令和8年 8月 20日 (オ、)第2回

令和8年 9月 25日 (ω第3回

斜日8年 10月 23日 (ω

密日8年 11月 20日(ω第5回

毎 日8年 12月 18日(a第6回

絣 日9年 1月 19日(殉

籍日9年 2月 19日(ω第8回

密 日9年3月 19日(ω第9回

舗 日9年 3月 5日 (ω 毎 日9年4月 20日(肉第10回 令和 8年 3月 2日 (月 ) 斜 日8年 7月 10日(ω

第4回

第7回

Dlヽ プー

回

企業情報の

登録期限

奨励金対象事業の

登録期限

奨励金対象事業の

取組期限

支給申請

(取組の報告)の期限
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3所定労働時間は、毎月○○日を起算日とする 1ん 月`単位の変形労働時間制によるものとし、1か月を平
均して週40時間を超えないものとする。
4所定労働時間は 1日 10時間とする。
5始業・終業の時刻、体憩時間は次のとおりとする。
始業時刻 午前 9時 00分
終業時亥」午後 8時 00分
休憩時間(1時間)午後 2時 00分から年後 3時 00分まで

6休日はO条に定めた休日に加えて、週に 1日を勤務シフト表において定めるものとする。

Ｏ
贈
＞
盆
密
照
）

httpsI〃 www.tokyo― engagement.jp/qa.htmiも 併せてご確認ください

寒 勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する制度

要
件
等

(要イ牛)

① 休息時間数(インターバル時間)は 11時間以上とすること。
② 休息時間が次の勤務時間に及ぶ場合の勤務時間及び賃金の取扱いは、労使の話し合いにより明確に定
めること。(休息時間と次の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす方法、次の始業時刻を

繰り下げる方法など)

違
璽

瑣

(注意事項)

① 休息時間数の設定に当たつては、労働者の睡眠時間、通勤時間及び生活時間に考慮することが重要で
す。

② 休息時間数の設定の方法には、11時間や 12時間など―律に時間数を設定する方法や、職漣によつて
休息時間数を設定する方法などがあります。

③ 既に休息時間数が 11時間未満の勤務間インターバル制を導入している場合は、当該休息時間数を延
長して、11時間以上とすることで要件を満たします。

④ 一般的に、通勤時間は休息時間数に含まれると考えます。
⑤ 災害や業務の緊急性など特別な事情が生じた場合などを適用除外として運用することは可です。

(参考)勤務間インターバル制度の策定に当たつては以下のサイトをご確認ください。

厚生労働省 モデル就業規則 R5.7

httpstF,wwvm歯、冨o.|ったtf/seisaku五 isuiteんunya/kovou Юudou/rOudouttun/五贈onushyュ40deМ ndex.ht411

2多様な勤務形態(勤務間インターバル)
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　就業規則の記載例【多様な勤務形態】

yamazaki01
テキスト ボックス
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【例 1】 (インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を労働したものとみなす場合)

第○条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、11時間の継

続したインターバル時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。

2前項のインターバル時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、碧該始業時刻から満
了時刻までの時間は労働したものとみなす。

【例 2】 (始業時刻を繰り下げる場合)

第○条 いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、11時間の継
続したインターバル時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この限りではない。

2前項のインターバル時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業時刻は、
前項のインターバル時間の満了時刻まで繰り下げる。

【策定のヒント】

例2の終業時刻を繰り下げる(後ろ倒しする)方法は、始業時刻・終業時刻の後ろ倒しが続くことで勤務時

間のずれが蓄積する恐れがあることに留意してください。

このほか、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととする等によリインタ

ーバル時間数を確保する方法も考えられます。

Ｏ
鰤
＞
（参
酷
υ

https:〃 wwⅦ .tokyo―engagement,jp/qa.htmtも 併せてご確認ください
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